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Ⅰ はじめに ～本町におけるコンプライアンスとは～ 

近年、地方自治体を取り巻く環境は刻々と変化し、町政に課せられる課題は複雑

化・高度化しており、専門的かつ細やかな対応が求められています。 

これらの多様な変化に対応し、効率的な組織運営と行政サービスを推進するために

は、町政運営において、全体の奉仕者として、町民の信頼と期待に応えるため、全力

で職務を遂行することが重要です。また、公務に対する町民からの信頼を守るために

は、町職員すべてが、公務員としての自覚と責任を持って行動し、町民の皆さんとと

もに公共の在り方や地域の将来を考え、持続可能なまちづくりを進めていく必要があ

ります。 

しかしながら、職員による違法行為や不注意による事務処理ミス等が発生すると、

職員個人だけではなく役場全体が町民からの信用を失い、町政運営に大きな影響を与

えることになります。そのため、このことを全ての職員が理解し、組織としてコンプ

ライアンスの推進に取り組む必要があります。 

コンプライアンス（Compliance）とは、一般的に「法令遵守」と訳されますが、

私たち職員は、地方公務員法第 32 条において法令遵守の義務が定められており、組

織のルールや社会規範を守ることは当然です。さらに、法令やルールを機械的に遵守

するといった概念だけではなく、社会的な信用失墜行為が生じるリスクを念頭に置き、

ルールにない部分をどのように処理することが適正なのかを常に意識し、柔軟に対応

していくことが求められまれます。 

本町では、法令や社会規範のほか、ルール・マナーを遵守し、公正・誠実な職務の

遂行と説明責任を果たすことにより、町民の皆さんの信頼に応えていくことが「コン

プライアンスの意義」と考えます。 

この北竜町コンプライアンス基本方針は、「法令等（※）を遵守し、高い倫理観と社

会的責任感を持って行動し、町民の期待や社会的要請に応えること」と定義します。 

（※ 法令等：法律、政令、省令、条例、規則ほか組織内部に適用される規程等を含む） 

 

 

令和７年１２月 

 

北竜町長 
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Ⅱ 北竜町コンプライアンス推進指針 

コンプライアンスの推進目標を達成するために、職員一人ひとりが意識し実践すべ

き 5 つの項目を基本的な行動指針として定めます。 

また、この指針に沿った行動は、業務上はもちろんのこと、私生活においても意識

し、自らの行動を日頃から確認することが重要です。 

 

１ 法令等の遵守・公務員倫理の保持 

（１）服務規律の徹底 

町職員は全体の奉仕者として、全力を挙げて職務に専念する義務が課せられてい

ることを常に意識するとともに、服務に関する根本基準を遵守することが必要です。 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

ⅰ 服務の根本基準 

服務とは、公務員が職務遂行上又は公務員としての身分に伴って守るべき義

務ないし、規律を意味します。 

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、 

②  全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること 
② 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこ

とが定められています。 
 

ⅱ 服務に関する関連規定 

地方公務員が守るべき服務内容は、地方公務員法第３０条から第３８条まで

に規定されており、「職務上の義務」と「身分上の義務」が課せられています。 

職務上の義務 

○服務の宣誓（地方公務員法第３１条） 

○法令等及び上司の命令に従う義務（地方公務員法第３２条） 

○職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 
 

◎職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 

○地方公務員法第３５条 

職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべて

をその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなら

ない。 

法律に定められている場合とは、育児休業、介護休業などがあり、その場合には、職務に専念する義

務は免除されます。また、北竜町においては、職務に専念する義務の特例に関する条例において、以下

の定めがあります。 
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○職務に専念する義務の特例に関する条例（第２条） 

職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又は委任を受けた者の

承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

(1) 研修を受ける場合 

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

(3) 前 2 号に掲げる場合を除くほか、町規則で定める場合 

(4) 専ら職員団体の業務に従事する場合 

身分上の義務 

○信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条） 

○秘密を守る義務（地方公務員法第３４条第１項） 

○政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

○争議行為等の制限（地方公務員法第３７条） 

○営利企業への従事等の制限（地方公務員法第３８条） 

◎信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条） 

○地方公務員法第３３条 

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

信用失墜行為とは、職員が職務に関する犯罪行為等の非行を行った場合のみならず、職務に関する行

為以外の個人的な非行を行った場合も含まれます。 

＜信用失墜行為の例＞ 

職務に関する行為 

・収賄罪、業務上横領罪など職務に関する犯罪行為 

・不正な政治的行為など服務規程に違反する行為 

・セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど 

職務外の行為 

・傷害や窃盗など刑法上の犯罪行為 

・飲酒運転などの違法行為 

・私生活において金銭や交際面で著しく社会道徳に反する行為があった場合 など 

◎政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

地方公務員法第３６条では、地方公務員の政治的に中立的な立場を保障するとともに、職員の地位を政

治的な干渉から保護するため、一定の政治的行為が制限されています。 

「政治的な目的」をもってする「政治的行為」に限り、制限されるというもので、具体的にどのような

行為が抵触するかは、行為の様態や状況等を考慮して判断されることになります。 

 

 

 

 

 

＋ 

 

政治目的 

・選挙又は投票において特定の人又は事件の支持・反対 

・特定の政党その他の政治団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関の支持・反対 

政治的行為 

・公の選挙・投票での投票勧誘運動 

・署名運動の積極的関与 

・寄附金等の募集の関与 

・文書・図画（ポスター等）の庁舎・施設等への掲示等 
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（２）職務における法令等の遵守 

・ 事務の執行にあたっては、常に根拠となる法令等を確認し、十分に理解して正

しく適用すること 

・ 職場において法令違反等の行為を知り得たときは、上司に報告又は内部通報制

度に基づき通報するなど、適切な対応を図ること 

 

◎指針運用の主なポイント 
 

ⅰ 法令等に基づく適正な業務遂行 

法令等を遵守した業務遂行は当然必要なことですが、法令等の目的や主旨を

踏まえ、公平・公正かつ効率的かつ効果的に解釈・運用することが必要です。 

特に、本町が制定する条例・規則等については、関係法令の改正はもちろん、

社会情勢や地域の実態等を踏まえ、その規定内容の点検・確認を行い、必要に

応じた改正を怠らないことも重要です。 

◎不適切な業務遂行につながる法令等運用 

○意図的な法令等違反 

○法令等そのものの不知、内容の無理解又は誤認 

○法令等の軽視や都合の良い解釈 

○不適切な状態の放置、油断・慣れ・思い込み等による過失 

○条例・規則等と実態とのかい離 

業務遂行にあたっては、自身の業務に関する法令等の確認・理解を前提とし、

また、その現行規定や解釈・運用が妥当なのか、点検や確認を怠らないように

注意する必要があります。 
 

ⅱ 内部通報制度 

内部通報制度は、本町の業務や町職員の行為が法令・条例等に違反しており

（違反のおそれがある場合も含む）、上司や同僚への相談等による職場内解決

が難しい場合などに、特定の通報相談窓口（庁内窓口及び外部窓口）へ通報す

ることにより、違法状態や不適切行為等の是正を図る仕組みです。 

通報者の秘密は保護されますので、違反や非違行為等を看過し、黙認するこ

とのないよう、通報処理窓口に迅速に情報提供することが重要です。 

 

 

 

 

 

 
＜庁内窓口＞  

※総務課長及び内部統制担当のみアクセス可能の通報相談窓口です 
担 当：総務課 連絡先：職員専用の内部通報受付窓口 

＜外部窓口＞ 
※本人の同意がある場合を除き、総務課へは匿名で弁護士から報告されます 

担 当：専門弁護士 

通報者 
(職員等) 通報 

内部通報委員会(副町長等) 

庁舎窓口：総務課 
外部窓口：専門弁護士 

◎違法状態の是正 

◎不正の未然防止 等の措置 

 

町長 

調査・報告 
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◎通報者の保護に最大限配慮 

○通 報 者 … 町職員（会計年度任用職員を含む）、委託業務従事者等 

○通報対象 … 法令（条例・規則等を含む）に違反し、又は違反するおそれのある行為 

○通報窓口 … 庁内窓口（総務課）、外部窓口（守秘義務を課した弁護士） 

○通報対応 … 総務課にて通報内容に関する調査を行い、違法な行為等が確認されれば、是正のための

必要な措置を講じます。 

※調査にあたり、通報者が特定されないよう最大限配慮を行います。また、通報者が不

利益を受けないよう対応します。 

（３）高い倫理意識の保持 

職務遂行中はもとより、勤務時間外であっても、自らの行動が公務全体の信用に

影響することを常に意識し、高い倫理観を保持し、町民の信頼を損なうような行動

をしないこと 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

ⅰ 職員が遵守すべき倫理原則 

○町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の執行に当たること。 

○職務や地位を私的利益のために用いてはならない。 

○権限の行使に当たっては、町民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。 

○職務の遂行に当たっては、公共の利益のため、全力を挙げて取り組まなけれ

ばならない。 

○勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に

認識し行動しなければならない。 
 

ⅱ 利害関係者との禁止行為 

町職員は、常に公私の別を明らかにし、上記の倫理原則のとおり、職務や地

位を私的利益のために用いてはいけません。また、法令等により与えられた権

限の行使にあたっては、その利害関係者との不適切な接触などにより、町民の

疑惑や不信を招くような行為をしてはなりません。 
 

◎利害関係者とは 

○許認可などを受けている、またはその申請をしている事業者・個人など 

○補助金などの交付対象となる、またはその申請をしている事業者・個人など 

○契約を締結している、または締結を予定する事業者・個人など 

○不利益処分の相手方となる者、行政指導を受けている事業者・個人など 

※職員異動により業務が変わった場合も、引き続き３年間は、前職の利害関係が継続するものとして

います。 

【具体的な禁止行為の内容】 

○利害関係者から金銭や物品、不動産の贈与は受けません。 

ただし、次のようなときは、受け取ることができます。 

・通常の社交儀礼の範囲内の香典や供花または結婚式の祝儀 

・宣伝用物品や記念品など、広く一般に配付するためのもの 

・会議に出席した時の軽微な茶菓の提供 など 
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○利害関係者から供応接待を受けません。 

酒食に限らず、旅行の接待や遊戯費用の接待を含め、利害関係者の費用負担により、もてなしを受け

る行為を禁止しています。 

ただし、職員自身が飲食費用を自己負担する場合などは、共に飲食することができます。 

○利害関係者から無償で役務の提供を受けません。 

利害関係者から、正当な理由なく対価を負担しないでサービスを受ける行為を禁止しています（例：

ハイヤーによる送迎提供、無償で自己の業務を手伝ってもらう行為など）。 

また、有償の場合も、時価より著しく低い対価でサービスを受けた場合も、禁止行為に当たることと

しています。 

○利害関係者から金銭を借りる行為などはしません。 

金融機関等を除き、利害関係者から金銭の貸付を受けることを禁止しています（通常一般の利子を払

うとしても許されません）。 

同様に、利害関係者から無償で物品や不動産の貸付を受けることも禁止しています。 

○第三者に対する贈与等を要求する行為もしません。 

これまでに挙げた禁止行為に該当することを、利害関係者に要求し、家族を含む第三者に行わせるこ

とも固く禁じています。（例えば、利害関係者に家族への贈り物を要求する行為など） 

その他、親族の就職のあっせんを受ける行為なども禁止しています。 
 

◎私的な関係による禁止行為の例外 

利害関係者と親族関係にある場合や、学生時代からの友人関係がある場合など、私的な関係がある場合

は、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に

鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、例外と

して行為が認められる場合もあります。 
 

町職員は、町民からの疑惑の目を向けられることが無いよう、利害関係者などと

の接し方について、特に留意しなければなりません。 
 

ⅲ 禁止行為違反は懲戒処分の対象に 

禁止行為を行った職員については、「北竜町職員の懲戒処分等に関する基準」

に基づき、行われた行為の内容・状況等に応じて、免職、停職、減給等の厳し

い懲戒処分の対象となりますので注意が必要です。 

また、利害関係者との不適切な接触は、刑法などに抵触し、刑罰の対象にな

ることも認識する必要があります。 
 

ⅳ 不適切な事務処理、非違行為等の防止 

不適切な事務処理の発覚、公金横領や収賄などの非違行為の発生は、それだ

けで町行政への信頼を根本から損なうものとなります。管理監督職をはじめ、

すべての職員は、それらの行為を認知した場合には、それを看過し、黙認する

ことの無いよう、上司への報告又は通報相談窓口への通報を行うなど、高い倫

理観を持った迅速な行動が必要となります。 
 

ⅴ 交通法規の遵守 

交通事故は、被害者に大きな損害を与え、職員本人の生活に影響を及ぼすだ

けでなく、職場の上司や同僚、家族にまで多大な迷惑をかけることになり得ま

す。 
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特に、飲酒運転は死亡事故に直結しやすい非常に危険な行為であり、同乗者

への責任も問われるため、道路交通法の厳しい罰則だけでなく、「北竜町職員

の懲戒処分等に関する基準」による厳しい懲戒処分等を受けることになります。 

公私にかかわらず、町職員は交通事故の防止と安全運転の励行、及び交通ル

ールと交通マナーの向上に率先して取り組まなければなりません。 

万が一事故を起こしてしまった場合には、次のように対応します。 

① 直ちに車両の運転を停止する 

② 負傷者の救護 

③ 道路上の危険防止措置 

④ 警察への通報 

⑤ 相手方の住所、氏名の確認 

⑥ 上司へ報告 

⑦ 保険会社へ連絡 

※①～④は道路交通法の定めによる義務です。 
 

◎運転における最低限の留意事項 

○運転免許証の有効期限は切れていないか。 

○運転免許証は携帯しているか。 

○乗車する自動車の車検の有効期限は切れていないか。 

○前日飲酒のお酒が抜ける前に運転していないか。 

○公用車を私的に使用していないか。 

○交通法規を守り、あおり運転等の危険行為を行っていないか。 
 

◎アルコールの分解には想像以上の時間がかかる 

体重 60kg の一般成人男性が「１単位（純アルコールに換算した場合は

20g）」のお酒を摂取した場合、分解に約４時間かかると言われています。 

飲酒した翌日には体内にアルコールが残っている場合もあり、その状態で運

転すると飲酒運転となります。早朝から運転する場合は深酒を控え、アルコー

ルが残っている状態での運転は絶対にしないようにしましょう。 
 

ⅵ ソーシャルメディアの私的利用について 

X（旧：Twitter）や Instagram 等に代表されるソーシャルメディアは、手

軽に、かつ即時に情報発信が可能な重要なコミュニケーション手段であり、職

員による利用は、本町のＰＲ、関係人口創出などにも大きく貢献するものです。 

その一方で、近年、国家公務員によるソーシャルメディア上での職務に関連

した不適切発言が問題となったケースもあり、その有効活用にあたっては、各

メディアの特性の理解と、公務員としての自覚と責任を持った言動が必要です。 
 

◎ソーシャルメディアとは？ 

ブログ、ＳＮＳ（Ｘ（旧：Twitter）、Instagram 等）、動画共有サイト（YouTube、TikTok 等）、

電子掲示板などのインターネットを利用して情報発信ができ、または、相互に情報をやりとりする情報

の伝達手段を指します。 
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◎ソーシャルメディアの特性の理解 

・ソーシャルメディア上での話題は、インターネットの即時性と相まって、

高い情報の拡散力があり、一度ネットワーク上に公開された情報は完全には

削除できない場合(他者による転送、コピー等)があることを理解しましょう。 

・例え匿名での利用であっても、過去の投稿内容、交流相手などから投稿者

を特定することは容易であることを理解しましょう。 

・公務員としての発信と見られる場合には、組織や職員の評判に関わる恐れ

があることを理解しましょう。 

・自己又は他人のプライバシー等に関する情報を意に反して公開してしまわ

ないよう、各メディアの仕組み、設定等を十分確認して利用しましょう。 

・アカウントが乗っ取られること等がないよう、ログイン名、パスワードの

管理を適切に行うよう注意しましょう。 
 

◎ソーシャルメディアの利用にあたっての基本的留意点 

※信用失墜行為の一例（国家公務員ガイドラインより） 

・職務の公正性又は中立性に疑義が生じる 

・他人や組織を誹謗中傷する 

・公序良俗に反する、他人の権利利益を侵害する恐れがある など 

・同様に、出張中の移動時間や超過勤務時間を含め、勤務中の発信を行わな

いよう留意しましょう（職務専念義務）。 

・肖像権、プライバシー権、著作権等にも留意して活用しましょう。 

◆その他一般的に留意すること 

・情報発信にあたっては、トラブル発生などを避けるため、一例として、次

のことに留意して行いましょう。 

○不敬な言い方を含む情報 ○単なる噂やそれを助長させる情報 

○人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させるような情報 など 

・誹謗中傷、不当な批判その他不快又は嫌悪の念を起こさせるような発信を

受けた場合でも、感情的に対応しないよう心掛けましょう。 

・職務等に関する情報を発信する場合には、政策意思形成過程における情報

の取扱いや正確な情報発信、町民等の誤解を招かない言動を心掛けしまし

ょう。 
 

◎トラブルが発生したときの留意点 

◆発信した内容で炎上してしまったら 

・誤った情報の発信や他人への誹謗中傷等の投稿は、炎上の原因となること

があります。自ら発信した情報等によって、意図せずに他の利用者を傷つけ

たり、誤解を生じさせて炎上してしまった場合は、冷静にその原因を分析し、

丁寧な説明・謝罪を行うなど誠実な対応をとることが大切です。 
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２ 信頼される町民対応 

（１）誠実かつ公平・公正な対応 

町民と接するときは、自らの応対が町行政への評価となることを常に意識し、誠

実かつ公平・公正な対応を心掛けること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

窓口での応対 

窓口は来庁者の方々と接する最前線であり、対応する職員一人ひとりが役場

の代表として対応することになります。ここでの対応が、来庁者の“役場に対

するイメージ”を決定づけるといっても過言ではありません。 

来庁者の中には、時間的な余裕がない方、慣れていないため不安を感じてい

る方、話しにくいことの相談に来られる方など様々な方がいます。すべての来

庁者に対して、親切で分かりやすく、かつスムーズな応対を心がけることが大

切です。 
 

◎窓口応対時の心がけ （※国及び他自治体の対応マニュアルより引用） 

○お出迎え 

・日ごろから周囲の来庁者には注意を向けましょう。 

・こちらから積極的に挨拶をし、声をかけましょう。 

・混雑時には「少々お待ちください」などの声をかけましょう。 

○用件の確認、判断（取り次ぎ） 

・来庁者の話に関心を示しながら聞くことを心がけましょう。 

・メモやあいづち、質問などを交えて、用件を正確に理解しましょう。 

・他課へ取り次ぐ場合は、担当課までご案内をしたり、担当課へ連絡して対応をお願いするなど、来庁

者をたらい回しにしないよう注意しましょう。 

○用件処理（説明） 

・聞き取りやすく、わかりやすい言葉で説明しましょう。 

・判断に迷ったときはあいまいな返答を避け、上司や先輩に指示を仰ぎましょう。 

・否定的な言い方は反発を招くおそれがあるため、クッション言葉（下表）をうまく活用し、柔らかい

表現でお伝えすることを心がけましょう。 

○用件が終わったら 

・他に用件がないかを確認しましょう。 
 

電話での応対 

電話は相手の表情が見えず、自分が相手にどんな印象を与えているのかがわ

かりにくいため、窓口応対と比べて、より丁寧は応対を心がける必要がありま

す。 

また、電話で応対する場合は周囲の雑音（話し声や笑い声など）が入らない

よう注意し、相手が聞きやすい環境を整えることも大切になります。 
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◎電話応対時の心がけ （※国及び他自治体の対応マニュアルより引用） 

○電話に出る 

・出る前にメモを用意しておきましょう。 

・電話が鳴った時はできるだけ迅速に出るようにしましょう。 

・自分の所属と氏名を名乗りましょう。 

・相手が名乗らない場合は「恐れ入りますが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」などと聞き、

名前をしっかり確認しましょう。 

○用件、転送先の確認（取り次ぎ） 

・用件を正確に聞き取り、メモを取りましょう。 

・日時等の数字や固有名詞は復唱し、丁寧に確認しましょう。 

・指名された職員へ取り次ぐ場合は速やかに行いましょう。 

○用件の処理（説明） 

・簡潔でわかりやすい説明を心がけましょう。 

・長時間（1 分程度）待たせる場合は、こちらから折り返し連絡しましょう。 

○電話を切る 

・切る前には「失礼します」などの挨拶をしましょう。 

・相手が電話を切ってから静かに受話器を置きましょう。 

・自分から切る場合は「ガチャ切り」とならないよう注意しましょう。 
 

クレームへの対応 

町民対応の中で起こりうるクレームとは、職場や職員、あるいはサービスな

どに対する要求であり、中には、個人的損得ではなく、施策、住民サービス等

のあり方等について「おかしい。納得がいかない。」といった声が寄せられる

ことがあります。クレームは、町民や利害関係者の期待の表れとも言えます。 

クレーム対応においては、とりわけ初動時に迅速に対応しなかったことで、

後々まで尾を引くことが少なくありません。どこまでも迅速かつ的確に、そし

て誠実な対応が求められ、自身の業務を熟知する自己研鑽が求められます。 
 

◎クレーム対応の心がけ （※国及び他自治体の対応マニュアルより引用） 

○相手の立場に立ち、その声を誠実に聞くこと。 

○電話口だけで解決しようとしないこと（迅速な訪問等の対応）。 

○こちら（町側）の都合を出さないこと。 

○職場を代表して対応している意識を持つこと。 

※悪質かつ常習的な苦情への対応 

・窓口を一本化すること 

・組織として対応すること 

・内容を記録（行政対象暴力の場合はすべて録音）すること 

・責務は誠実に履行し、責務以外は原則拒否すること 

・会話は丁寧に、対応は厳格に行うこと 
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（２）親切・丁寧な町民対応 

・町民対応の基本となる、明るく積極的な“ あいさつ” 行動を、今一度徹底す

ること 

・町民対応は、分かりやすい言葉で親切・丁寧に行うこと 

（３）適切な服装と身だしなみ 

自身の服装や身だしなみが町行政のイメージになることを自覚し、公務の遂行に

ふさわしい服装と、清潔な身だしなみを心掛けること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

業務のＴＰО（時間、場所、場合）に応じた服装・身だしなみ 

人の印象は、出会いの数秒で形成されると言われています。 

第一印象の良さが信頼醸成にも影響することを認識し、自身の服装や身だし

なみが、町行政のイメージにつながる自覚が必要です。 

町職員としてのイメージを保つためには、常に「仕事をする格好」としてふ

さわしいかどうかを意識し、機能性を保つほかにも、来庁者に対して不信感や

不快感を与えないようにすることが重要です。髪形や服装、メイクなどは職場

での印象に直結するため、過度な装飾や派手な色使いを避け、清潔感のある控

えめで落ち着いたスタイルを心がけましょう。 

◎服装・身だしなみの３つの観点 

○品位を保つ（不信感を抱かせない） 

○清潔さを保つ（不快感を与えない） 

○機能性を保つ（職種に適し、能率的かつ機能的であること） 
 

３ 情報管理の徹底 

（１）個人情報の適正な取扱い 

・個人情報は、必要最小限の情報を、原則として本人から収集するとともに、取

扱項目を明確にし、目的の範囲内で利用すること 

・個人情報の紛失や漏えい等を起こさないよう管理徹底を図ること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

適正な情報保護は、適切な情報管理から職員一人ひとりが個人情報保護制度

（個人情報保護法等）についての基本的な知識を身に付け、その紛失や漏えい等

により、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱い、

管理することが求められます。 
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＜基本的なポイント＞ 

◎個人情報を収集する際は、利用の目的をできる限り特定し、本人に対してあ

らかじめ明示することが原則であり、収集する情報は、目的達成のために必

要な範囲内のものにしなければなりません。 

（※例外事項） 

・本人の同意に基づくとき 

・法令等の規定に基づくとき 

・個人の生命、身体等の保護のため収集する場合で、本人から収集すること

が困難なとき など 

◎原則として、個人情報取扱事務の目的以外のために、個人情報を利用し、ま

たは提供してはなりません。 

（※例外事項） 

・本人の同意に基づくとき又は本人に提供するとき 

・法令等の規定に基づくとき など 

◎個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために

必要な措置を講じなければなりません。 

◎あってはならないこと（注意すること）の例 

○個人情報の記載されたファイルを誤って添付してメールを送付した 

○個人情報を含む書類、データ等を持ち出し、庁舎外で紛失した 

○個人情報を記載した文書を複数人に郵送するとき、宛名と個人宛文書が入

れ違って送付された。 

○業務上知り得た個人情報（住所、電話番号等）を、本人の承諾なく、他の

職員に教え、他の業務で使用された。 
 

（２）適正な公文書の管理 

公文書は町民共有の知的財産であることを認識し、常にその所在を把握し、適正

に管理すること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

適正な公文書管理は、整理整頓から公文書は、その収受から廃棄に至るまで、

適正に処理しなければなりません。 

特に、個人情報等の重要情報を含む文書については、漏えいや紛失などが無い

よう、適切な文書保管に細心の注意を払う必要があります。 

デスクや身の回りの整理整頓などの執務環境の保持は、文書管理はもとより、

効率的な執務を行ううえでの基本となります。日ごろから整理整頓を心がけ、

文書や資料などは必要なときにすぐ探し出すことができるようにしておきまし

ょう。 
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（３）情報セキュリティ 

電子情報の漏えい、改ざん等を防止するため、情報セキュリティ対策の重要性を

認識し、関連規程等を遵守すること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

本町では、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、まち未来戦

略課（情報担当）において「北竜町情報セキュリティポリシー」に基づく様々な

対策・運用を進めています。 

しかし、個人情報や重要情報の漏えいや、不正アクセス等を防ぐためには、職

員個々が情報セキュリティの重要性を理解することが必要です。 
 

◎日常的に気を付けるべきこと 

○個人情報等が外部に漏えいすることのないよう、メールやファックスの送り先に誤りがないか確認を

すること。 

○業務以外のメールの発信やホームページの閲覧等は行わないこと。 

（各パソコンの使用状況は、サーバーに記録されています。） 

○行政内部の情報を記録した記録媒体や、パソコン自体を自宅に持ち帰るなどの行為をしないこと。 

○町が許可していないパソコン、記録媒体等を使用しないこと。 

○パスワードの管理を徹底（定期的パスワード変更も）し、他人が容易に確認できる場所（デスクマッ

トやモニター等）にパスワードやＩＤ等を保管しないこと。 

○個人情報や重要情報をメールに添付するときには必要に応じてファイルにパスワードを設定すること。

また、パスワードを記載したメールは重要情報を添付したメールとは必ず別にして送付すること。 

○課所長等は、職場内の情報セキュリティの状況を把握・管理すること。 

○情報漏えいやウイルス感染等、情報セキュリティに関するトラブルが発生してしまった場合は、直ち

に課所長及び総務課へ連絡すること。 

 

４ ハラスメントの根絶 

（１）ハラスメントの理解 

セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等について、どのような言動が該

当するのか、また、どのような影響を及ぼすのかなど、ハラスメントに関する理解

を深めること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

ⅰ セクシャルハラスメント 
セクシャルハラスメントとは、職場において他の者を不快にさせる性的な言

動や職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動のことをいい、

男性から女性に対するものだけでなく、女性から男性に対するもの及び同性か

ら同性に対するものも含まれます。 

性的な言動とは、性的な関心や欲求に基づく発言や行動をいい、性別により
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役割を分担すべきという意識に基づく言動も含まれます。 

同じ言動に対しての受け止め方には個人差があり、不快であるか否かは受け

手の主観に委ねられています。判断には一定の客観性が必要となりますが、受

け手が不快に感じていれば、セクシャルハラスメントになり得ます。 
 

◎セクシャルハラスメントの具体例 

○性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問や発言をする。 

○交際や性的な関係を強要する。 

○結婚した女性に対し、妊娠したかどうかを人前で聞く。 

○相手が嫌がっているにもかかわらず猥談を続けたり、身体への不必要な接触を行う。 
 

ⅱ パワーハラスメント 

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間

関係などの職場内の優位性（上司・部下、先輩・後輩、知識の有無等）を背景

に、業務上必要な注意・指導の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるこ 

とや職場環境を悪化させる行為のことをいいます。 

暴力はもちろんですが、人格を否定し名誉感情を傷つけるような言動や、私

的な相談内容を本人の了承なしに暴露するような「個の侵害」を行うこともパ

ワーハラスメントに該当すると考えられます。 

職務上の行為ではなく、「人物・人格」にフォーカスした言動は行わないこ

とが重要になります。 
 

◎パワーハラスメントの具体例 

○机を叩く、書類を投げ付ける等、感情的で威圧的な行為をする。 

○仕事を丸投げする一方で、ミス等が発生した際は責任を押し付ける。 

○人格を否定する言葉や暴力的な言葉を用いて、他者がいる場所で大声で叱責する。 

○部下の話を聞かない。無視する。 

○業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する。 

○業務上の合理性もなく仕事を与えない、もしくは能力・経験と大きくかけ離れた程度の低い仕事を命

じる。 
 

ⅲ 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 

妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントとは、職場において行われ

る上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した職員や育児休業、介護休暇、

介護時間等を申出・取得した職員等の就業環境が害されることをいいます。 

ただし、業務体制の見直しを行うことや、休業等の取得期間を確認すること、

健診等の時期の調整に関する意向確認などは、ハラスメントには該当しません。 
 

◎妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントの具体例 

○関連制度の利用請求に際し、繰り返し否定的な言動を行う、また、人事や評価への影響などに関する

発言を行う。 

○他の職員の業務負担増に関する発言を繰り返し行う。 

○女性は仕事よりも出産や育児を優先すべきであるという価値観を押しつけるような発言を行う。 
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ⅳ モラルハラスメント 

モラルハラスメントとは、モラルに反した言葉や行為によって相手に精神的

な苦痛を与え、相手の尊厳を傷つける行為をいいます。 

パワーハラスメントとは異なり、地位や立場等が関係しない個人間における

行為も該当します。 
 

◎モラルハラスメントの具体例 

○ある職員の評判や信頼を損ねることを目的に、他の職員に対して否定的な噂話や陰口を広める。 

○意図的に相手を無視したり、特定の人物を仲間外れにする。 

○特定の職員に対してプライベートな質問をしつこくする。 
 

ⅴ アルコールハラスメント 

アルコールハラスメントとは、お酒の席で、主に上司や年上の人間が自分の

権力や威光を使い、他者に対して不快感や不安感などを与えるような言葉や身

体への暴力行為、性的な言動といった不適切な行為をいいます。 
 

◎アルコールハラスメントの具体例 

○お酒が苦手な人、飲めない人に飲酒を強要する。 

○お酒のイッキ飲みや早飲みをあおる。 

○酔ったうえでの迷惑行為（暴言・暴力、セクハラなど）。 
 

（２）ハラスメントの防止 

ハラスメントは、職員の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける行為であり、

勤労意欲の低下や職場環境の悪化など、公務の円滑な遂行を阻害することから、そ

の根絶に向けた取組を推進すること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

ハラスメント相談窓口の設置 

ハラスメントに関する問題が生じた場合に適切に対処するため、相談対応は内

部通報窓口（庁内窓口・外部窓口）（Ｐ４）にて行います。相談の際には、相談者

に不利益が生じないよう配慮した相談対応及び適切な対応を図ります。また、ハ

ラスメント防止に関する研修機会を設け、職員の意識向上を図っていきます。 
 

◎各職場におけるハラスメント対応 

○問題提起する職員を疎んじたり、当事者間の問題として看過しない。 

○見て見ぬふりをせず、行為者に注意する、又は相談窓口への相談を促す。 

○ハラスメントを受けたときは、我慢するだけでは問題解決しないことを認識し、信頼できる同僚・上

司や、相談窓口に相談する。 

○職場内での円滑なコミュニケーションづくりに努める。 

○個々が、他者の人格と尊厳を尊重し、相手の立場を考慮した言動をとる。 
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５ 健全な職場環境の醸成 

（１）風通しの良い職場環境づくり 

管理監督職を中心に、職務に関する情報・ノウハウの共有はもちろん、上司・部

下、同僚等との間の円滑なコミュニケーションを促進し、職場内の良好な人間関係

構築による職員の意欲向上を促進すること 
 

◎指針運用の主なポイント 
 

コミュニケーションと職場環境 

これまで、公務員が遵守すべき義務や職員が留意すべき事項について述べてき

ましたが、職員によるコンプライアンス推進の重要な基礎となるのが、円滑なコ

ミュニケーションが取られ、良好な人間関係が構築された、風通しの良い職場環

境です。そのことが、上司・同僚などとの目標共有にも繋がり、職員の業務に対

するモチベーションの向上にも繋がります。 
 

◎コミュニケーションの種類 

○公式（フォーマル）コミュニケーション 

⇒ 業務上のコミュニケーション（指示、報告、連絡、相談など） 

○非公式（インフォーマル）コミュニケーション 

⇒ 業務に直接関係はないが、人間関係に繋がるコミュニケーション 

※上記のいずれもが重要です。良好な人間関係の構築のためには、お互いのことを知るための、非公式

コミュニケーションも不可欠です。 

そして、コミュニケーションが図られている風通しの良い職場環境においては、業務能率の向上は

もとより、不正な非違行為等が起こりにくいと言われています。日常的な挨拶を含め、職場内のコミ

ュニケーションについて考える必要があります。 
 

（２）職場における目標の共有 

管理監督職を中心に、各課所が目指す目標やその障壁となる課題を職員間で共有

し、目標達成に向け、改革・改善の精神で、新たな課題に挑戦でき、やりがいを持

って働ける環境をつくること 
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